
項　　目

入 学 料

授 業 料

学 生 会 入 会 金

学 生 会 費

新入生合宿研修費

教科書・教材教具

後 援 会 入 会 金

後 援 会 費 等

同 窓 会 入 会 金

合　　計

金　　額

84,600 円

234,600 円

1,000 円

8,500 円

約 7,000 円

約 80,000 円

10,000 円

20,000 円

20,000 円

465,700 円

備　　考

※入学手続時

年額（前期後期分納）

※入学時（5月末）
年額（5月・8月に分納）

※入学時（4月末）
※入学時

※入学時（5月末）
年額（5月・8月に分納）

※入学時（5月末）

日本学生支援機構貸与月額表

本校は国立学校ですから、学校運営経費はほとんど国の費用でまかなわれています。
入学してから１年間に必要な諸経費をまとめると、下の表のようになります。
授業料については、在学３年間は一般世帯で公立

高校授業料相当額の118,800円の就学支援金が
支給されますので、その分の負担は軽減されます。
さらに、保護者の所得に応じ就学支援金が加算

されますので、受給者は１年間に支払う金額が
56,400円又は無料となる場合もあります。
なお、２学年からは、※入学時に必要な経費を除

いた金額が必要なほか、教科書代として学年・学
科により13,000円から 30,000 円程度が必要
です。
授業料だけでみると、公立の高等学校に比べ一見

高いように見受けられますが、上記以外の学校納付
金等はほとんど必要ありません。対外模試や家庭
教師、塾の月謝等も必要ないため、合計するとむし
ろ安くなります。
さらに本科を卒業後、高専専攻科あるいは大学３年次に編入学した場合は、公立高校から大学に進学する場

合に比べ、圧倒的に安くなります。

免除・徴収猶予
■入学料について
入学前１年以内において、入学する者の学資を主として負担している方が死亡または風水害等の災害を受
けた場合等の事情により、納付が著しく困難であると認められる場合には、入学料の全額または半額を免除
する制度があります。また、経済的理由で納付期限までに納付が困難であり、かつ学業優秀と認められる場
合は、徴収猶予を許可する制度があります。

■授業料について
本科４・５年及び専攻科については、経済的理由により授業料の納付が困難であり、かつ学業が優秀と認
められる学生に対して、所定の手続きにより審査のうえ予算の範囲内で授業料の全額または半額を免除する
制度があります。また、経済理由等で納付期限までに納付が困難であり、かつ学業優秀と認められる場合は、
徴収猶予を許可する制度があります。

奨　学　金
学業、人物ともにすぐれ、かつ、健康であっ
て、学費の支弁が困難と認められる者には
選考により日本学生支援機構の奨学金が貨
与されます。
奨学金の貸与月額を右表に示しています。
その他、地方公共団体、民間会社などの奨
学制度もあります。

種類
一種

（無利子）

一種
（無利子）

二種
（有利子）

学　年

１～３年生

４～５年生

４年生以上

月額の種類

最高月額

最高月額
以外の月額

20,000 円から 120,000 円までの
1万円単位の中から選択

自宅通学
21,000 円

10,000 円
45,000 円

30,000 円
20,000 円

自宅外通学
22,500 円

51,000 円
40,000 円
30,000 円
20,000 円

入学時に必要な経費について入学時に必要な経費について

入学料及び授業料免除・奨学金などの制度入学料及び授業料免除・奨学金などの制度
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